
16田原市議会だより 第55号（2015年11月）

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
骨
子
（
案
）

総
合
計
画
の
理
念
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
平
成
31
年
ま
で
の
5
年
間

の
方
針
と
戦
略
を
定
め
る
も
の
。

問　
集
中
的
に
取
り
組
む
施
策
は
。

答　
住
む
場
所
と
働
く
場
所
を
セ
ッ
ト
に
し
た
、サ
ー
フ
ァ
ー

の
移
住
な
ど
、
新
規
性
・
独
自
性
の
高
い
事
業
に
取
り

組
み
た
い
。

行
政
評
価

市
の
活
動
目
的
を
明
確
に
し
、
成
果
を
数
値
化
し
評
価
す
る
仕
組
み
。

Ｈ
26
年
度
の
事
務
事
業
評
価
の
結
果
報
告
。

問　
評
価
が
低
い
事
業
の
取
扱
い
は
。

答　
来
年
度
の
予
算
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
妥
当
性
を
精
査
し
た
い
。

ぐ
る
り
ん
バ
ス
・
八
王
子
線
の
再
編

問　
回
数
券
を
ぐ
る
り
ん
バ
ス
だ
け
で
な
く
、
豊
橋
鉄
道
の

バ
ス
で
も
利
用
で
き
な
い
か
。

答　
公
共
と
民
間
。
法
制
度
を
踏
ま
え
て

今
後
検
討
し
た
い
。

そ
の
他
、第
２
次
行
政
改
革
大
綱
の
総
括
、

社
会
保
障・税
番
号
制
度（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
）
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。

創
業
支
援
事
業
計
画

市
内
で
創
業
・
第
二
創
業
を
目
指
す
人
が
国
の
支
援
制
度
を
活
用
で

き
る
よ
う
、
創
業
支
援
計
画
を
策
定
す
る
も
の
。
策
定
後
は
、
特
定

創
業
支
援
事
業
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
。

問　
特
定
創
業
支
援
事
業
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
具

体
的
な
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

答　
登
録
免
許
税
0
・
7
％
を
0
・
35
％
に
軽
減
、
創
業
関

連
保
証
枠
１
０
０
０
万
円
を
１
５
０
０
万
円
に
拡
大
、

創
業
関
連
保
証
枠
の
特
例
期
間
2
ヶ
月
を
6
ヶ
月
に
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
央
公
園
暫
定
整
備

経
済
状
況
の
悪
化
な
ど
を
理
由
に
、
体
育
施
設
の
整
備
を
休
止
し
て

い
た
公
園
用
地
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
暫
定
整
備
を
進
め
る
。

問　
ど
の
よ
う
な
需
要
で
グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
を
行
う
こ
と
に

な
っ
た
か
。
市
内
に
あ
る
他
の
既
存
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
稼
働

率
を
上
げ
る
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。

答　
各
種
ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
要
望
な
ど
を
勘
案
し
て
、
暫
定

整
備
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
進
め
て
い
る
。

問　
総
工
費
は
。

答　
概
算
で
、
最
低
で
も
10
億
円
を
見
込
む
。

市
内
私
立
幼
稚
園
の
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行

赤
石
・
蔵
王
幼
稚
園
が
、
10
月
か
ら
「
こ
ど
も
園
」
と
し
て
園
児
の

募
集
を
開
始
す
る
た
め
、
そ
の
経
過
を
説
明
す
る
も
の
。

問　
教
育
を
希
望
す
る
子
と
、
保
育
を
必
要
と
す
る
子
が
園

に
混
在
す
る
が
、
影
響
は
な
い
の
か
。

答　
教
育
と
保
育
を
一
体
的
に
運
用
し
て
い
く
。
具
体
的
な

や
り
方
は
各
園
が
定
め
る
が
、県
の
認
可
を
受
け
る
た
め
、

大
き
な
影
響
は
な
い
。

環
境
関
連
条
例
の
整
備

公
害
防
止
条
例
の
見
直
し
と
、
ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て
や
悪
臭
の
発
生
な

ど
へ
の
対
処
の
た
め
条
例
改
正
を
行
う
。
条
例
化
に
よ
り
、
違
反
者

氏
名
の
公
表
や
重
点
地
域
の
指
定
を
検
討
。

問　
野
積
み
の
堆
肥
な
ど
、
悪
臭
は
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て

い
く
の
か
。

答　
条
例
化
す
る
こ
と
で
、
市
民
に
周
知
し
、
違
反
者
氏
名

の
公
表
な
ど
が
抑
止
力
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。

総
務
委
員
会

8月19日
報告6件

経
済
建
設
委
員
会

8月19日
報告2件

文
教
厚
生
委
員
会

8月19日
報告3件

常
任
委
員
会
所
管
事
務
調
査

所
管
事
務
調
査
と
は
、
常
任
委
員
会
が
自
主
的
に
そ

の
所
管
事
務
を
取
り
上
げ
、
積
極
的
に
調
査
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
権
限
で
す
。


